
 

 

各課の業務 

第３ 福祉課 

１ 心身障害児（者）福祉の状況 

（１） 心身障害児（者）の現状 

令和 4年 3月 31 日現在の管内 12 市町村における身体障害児（者）数（身体障害者手帳

交付数）は、6,565 人で甲府市を除く県内の身体障害児（者）の 25.9％となっている。 

障害種別では、肢体不自由が 3,119 人で全体の 47.5％を占めており、以下心臓機能障害

1,188 人（18.1％）、腎臓機能障害650人（9.9%）、聴覚障害563人（8.6％）、視覚障害477人

（7.3％）の順となっている。 年齢別では、18 歳未満が 96 人（1.5％）、18 歳～64 歳が 

1,595 人（24.3％）、65 歳以上が 4,874 人（74.2％）となっている。 

また、知的障害児（者）数（療育手帳交付数）は 1,558 人(重・中軽度合計)で、県内の 

知的障害児（者）の 22.0％の割合になっている。障害程度では、重度（Ａ）者が 690 人

（44.3％）、中軽度（Ｂ）者が 868 人（55.7％）となっている。 

 
（２） 在宅福祉施策 

在宅の心身障害児（者）には、特別障害者手当等の支給、在宅重度心身障害者が行う居 

室整備への補助、自動車燃料費や介助用自動車購入費等の助成などを行い、障害者の自 立

と社会参加を支援している。 

なお、障害者の生活や更生援護に関する相談に応じる身体障害者相談員、知的障害者相 

談員については、法改正による市町村への権限移譲に伴い、平成 24 年度から市町村事務 

となっている。 

 
（３） 障害者の自立支援 

障害者自立支援法に基づき、各障害福祉圏域に、保健・医療・雇用・障害者福祉の関係

団体・行政機関等で構成する障害者自立支援協議会の設立が求められることとなった。 

当事務所の管内では平成 19 年 11 月、東部 4 市村からなる「東部圏域障害者自立支援協 

議会」が設立され、翌 20 年 11 月には北麓 6 市町村からなる「富士北麓圏域障害者自立支 

援協議会」が設立された。 

当事務所としては、両協議会の運営会議・就労支援部会・相談部会等に参画した。 

 
（４）発達障害（児）者支援の取組 

『発達障害者支援法』により、都道府県の責務として「市町村への技術的支援や「早期の

発達支援のために必要な体制整備」等が求められることとなった。 

令和 3 年度においては 2月に「富士・東部圏域発達障害者支援検討会議」を開催し、管

内で発達障害（児）者支援に携わる市町村職員・福祉施設職員等の参加のもと講義や意見

交換を行い、連携の強化を図った。 
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（６）令和３年度 障害者福祉事業 

 

施設名

所在地

身体
障害

発達障
害・妊
産婦等

件数 助成額

特別
障害
者手
当等

障害
児福
祉手
当

福祉
手当

人 人 件 千円 人 人 人 件 件

富士吉田市 5 1 167 3,386 1 0

都留市 1 0 91 1,776 0 0

大月市 2 0 88 1,743 0 0

上野原市 0 0 67 1,295 0 2

市計 8 1 413 8,200 1 2

道志村 0 0 5 115 0 0 0 0 0

西桂町 0 0 21 401 1 3 0 0 0

忍野村 0 1 24 533 1 6 0 0 1

山中湖村 0 0 13 232 5 3 0 0 0

鳴沢村 0 0 13 242 2 2 0 0 1

富士河口湖町 0 2 98 1,950 12 25 0 0 0

南都留郡計 0 3 174 3,473 21 39 0 0 2

小菅村 0 0 3 56 1 1 0 0 0

丹波山村 0 0 2 44 0 0 0 0 0

北都留郡計 0 0 5 100 1 1 0 0 0

郡計 0 3 179 3,573 22 40 0 0 2

合計 8 4 592 11,773 22 40 0 1 4

やまなし思いやり
パーキング事業

自動車燃料費
助成事業

特別障害者手当等

在宅重度
心身障害
者居室整
備事業

重度身体
障害者介
助用自動
車購入等
助成事業
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２ 児童・母子福祉の概況 
 

 

(1) 児童福祉施設の設置状況 

管内の認可保育施設（保育所及び認定こども園）については、50ヵ所（公立 28、民間 22）とな

っており、その内訳は、保育所32ヵ所、認定こども園18ヵ所（保育所型4、幼稚園型5、地方裁

量型1、幼保連携型8）となっている。 

なお、国及び県では、多様化する保育ニーズに対応するため、延長保育、乳児保育や地域子育て

支援センターなどの特別保育事業に対し補助を行っている。 

また、認可外保育施設は、管内に院内保育・事業所内保育・その他の施設が9ヵ所ある(別表１)。 
 

 

(2)放課後児童健全育成事業の状況  

国及び県では、就労等による留守家庭の小学校児童の育成・指導に資するための、遊びを主とする

健全育成活動や生活の場を与える地域組織である放課後児童クラブ の運営に対し補助を行い、児童の

健全育成の向上を図っている。 

 

 

(3) 児童虐待防止対策事業の推進  

近年増加する児童虐待に適切に対応するため、各市町村に設置されている、「要保護児童対策地域

協議会」と協力しながら、児童虐待の相談や情報提供などを積極的に行っている。 

 

 

 

管内市町村要保護児童対策地域協議会（市町村ネットワーク）設置状況 
 

市  町  村  名 設 置 日 

富 士 吉 田 市 平 成 17 年   5    月 11 日 

都 留 市 平 成 18 年 10 月    3 日 

大 月 市 平 成 17 年 12 月 15 日 

上 野 原 市 平 成 17 年 11 月 17 日 

道 志 村 平 成 17 年 11 月    7 日 

西 桂 町 平 成 17 年 12 月 18 日 

忍 野 村 平 成 17 年 11 月 17 日 

山 中 湖 村 平 成 17 年    1 月 28 日 

鳴 沢 村 平 成 17 年 12 月  5 日 

富 士 河 口 湖 町 平 成 17 年    7 月    7 日 

小 菅 村 平 成 19 年 12 月 10 日 

丹 波 山 村 平 成 20 年 12 月    4 日 
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(4) 母子家庭等への支援の状況 

県では、昭和 51 年から、母子家庭等の現状把握について、5  年毎に実態調査を行っている。直近の 

令和元年度の実態調査（次回はR6年度予定）の結果から、管内（市町村）の母子家庭等の現況をみる

と、母子世帯が 1,623世帯、父子家庭が 202 世帯となっている。これら世帯の福祉向上を目指して、 

県母子父子自立支援員（2名）が相談活動を実施している（別表2）。 

 また、母子家庭等に対し生活の安定及び福祉の向上を図るための助成事業を実施しているが、令和3

年度の状況は次のとおりである。 
 

母子・父子・寡婦世帯への福祉資金の貸付額  33 件 16,775 千円 （別表3） 

ひとり親家庭医療費助成金交付額 27,654件 37,848 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 民生委員・児童委員の状況 

令  和  元  年 12 月 1 日に一斉改選が行われ、4 市 2 町 6 村で民生委員・児童委員 555人が厚生労大臣 

及び知事から委嘱され、うち 53 名が厚生労働大臣から主任児童委員の指名を受けた。 

令和3年度の相談・支援件数は4,948件、活動延べ日数31,781日であった。相談・支援件数を内

容別にみると「日常的な支援」が 34％と多く、分野別にみると「高齢者に関すること」が63％と最

も多い。 

また、その他の活動の中では、「調査・実態把握」が 35％と最も多い。（別表4）。 

市町村名
受給者証

交付世帯数
（単位：世帯）

対象人員
（単位：人）

助成件数
（単位：人）

補助金交付額
（単位：円）

富士吉田市 337 840 10,152 14,014,976

都留市 166 432 5,197 7,360,991

大月市 39 257 3,164 4,940,453

上野原市 79 198 2,067 2,862,033

道志村 6 18 97 105,064

西桂町 31 83 772 760,652

忍野村 29 76 798 905,726

山中湖村 15 37 378 509,414

鳴沢村 13 36 396 451,143

富士河口湖町 149 385 4,504 5,769,000

小菅村 2 4 48 59,659

丹波山村 2 5 81 107,967

合計 868 2,371 27,654 37,847,078
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令和３年度 母子父子自立支援員の相談指導状況                   別表２ 

 

※県母子父子自立支援員２名の実績 

 

前年度から  今年度の  合    計 解決件数 翌年度への 相談回数

　 区　　　　　　　　　　分 の繰越件数  新規相談件数 繰越件数

Ａ Ｂ Ｃ (Ａ＋Ｂ) Ｄ Ｅ(Ｃ－Ｄ)

　　 住　　　 宅 0 2 2 2 0 2

      医 療 ・ 健 康 病気 0 0 0 0 0 0

障害 0 0 0 0 0 0

その他 0 4 4 4 0 5

      家 庭 紛 争 配偶者等の暴力 0 3 3 3 0 4

そ の 他 0 5 5 5 0 5

　　　就　　　 労 求職・転職 0 4 4 4 0 5

資格取得・職業訓練 0 1 1 1 0 1

職場の悩み 0 1 1 1 0 1

その他 0 0 0 0 0 0

　　　結　　　 婚 0 0 0 0 0 0

　　　養　育　費 0 1 1 1 0 1

　　　借　　　 金 0 2 2 2 0 2

　　　そ  の   他 0 2 2 2 0 2

　　　　小　 計 0 25 25 25 0 28

　　　養　　　 育 保育所入所 0 0 0 0 0 0

虐待 0 0 0 0 0 0

その他 0 1 1 1 0 1

　　　教　　　 育 0 28 28 28 0 32

　　　非　　　 行 0 0 0 0 0 0

　　　就　　　 職 0 1 1 1 0 1

　　　そ　の　 他 0 0 0 0 0 0

　　　　小　 計 0 30 30 30 0 34

  母 子 福 祉 資 金貸付金 貸付 4 61 65 65 0 215

償還 44 46 90 49 41 611

   寡 婦 福 祉 資 金貸付金 貸付 1 1 2 2 0 2

償還 5 0 5 2 3 7

 父 子 福 祉 資 金 貸 付 貸付 1 6 7 7 0 19

償還 2 4 6 3 3 13

   公 的 年 金 0 0 0 0 0 0

　 児 童 扶 養 手 当 0 0 0 0 0 0

　 生 活 保 護 0 1 1 1 0 1

　      税 0 0 0 0 0 0

   そ 　の　 他 0 1 1 1 0 2

　　　　小　 計 57 120 177 130 47 870

　 売 店 設 置（法第２５条）  0 0 0 0 0 0

　 た ば こ 販 売（法第２６条） 0 0 0 0 0 0

　 母子世帯向公営住宅（法第２７条） 0 0 0 0 0 0

　 父子世帯向公営住宅（法第３１条の８） 0 0 0 0 0 0

　 母子・父子福祉施設の利用 0 0 0 0 0 0

　 母子生活支援施設（児童福祉法第３８条） 0 0 0 0 0 0

　　　　小　 計 0 0 0 0 0 0

　 合　　　　　計 57 175 232 185 47 932

区  　　 分 実　件　数 延　件　数

訪問調査指導 104 114

生
活
一
般

児
　
童

経
済
的
支
援
・
生
活
援
護

そ
の
他
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別表３ 
 

令和３年度福祉資金貸付状況 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

件数 金額 件数 金額 件数 金額

（件） （円） （件） （円） （件） （円）

富士吉田市 7 3,317,000 1 540,000

都留市 3 1,220,000 1 1,302,000

大月市 7 2,248,000

上野原市 2 1,020,000 1 420,000

道志村

西桂町

忍野村 1 480,000

山中湖村 1 576,000

鳴沢村 1 540,000 1 324,000

富士河口湖町 5 3,236,000 2 1,552,000

小菅村

丹波山村

合計 27 12,637,000 4 2,416,000 2 1,722,000

母　子 父　子 寡　婦
　　　　　　区分

市町村

19 



   令
和

3
年

度
　

民
生

委
員

／
児

童
委

員
の

活
動

状
況

別
表

４

在 宅 福 祉

介 護 保 険

健 康 ・ 保 健 医

療
子 育 て ・ 母 子

保 健
子 ど も の 地 域

生 活
子 ど も の 教

育 ・ 学 校 生 活

生 活 費

年 金 ・ 保 険

仕 事
家 族 関 係

住 居
生 活 環 境

日 常 的 な 支 援

そ の 他
計

高 齢 者 に 関 す

る こ と

障 害 者 に 関 す

る こ と

子 ど も に 関 す

る こ と

そ の 他
計

調 査 ・ 実 態 把

握
行 事 ・ 事 業 ・

会 議 へ の 参 加

協 力
地 域 福 祉 活

動 ・ 自 主 活 動

民 児 協 運 営 ・

研 修
証 明 事 務

要 保 護 児 童 の

発 見 の 通 告 ・

仲 介
訪 問 ・ 連 絡 事

項
そ の 他

委 員 相 互

そ の 他 の 関 係

機 関

（
１

）
（
２

）
（
３

）
（
４

）
（
５

）
（
６

）
（
７

）
（
８

）
（
９

）
（
１

０
）

（
１

１
）

（
１

２
）

（
１

３
）

（
１

４
）

（
１

５
）

（
１

６
）

（
１

７
）

（
１

８
）

（
１

９
）

（
２

０
）

（
１

）
（
２

）
（
３

）
（
４

）
（
５

）
（
６

）
（
７

）
（
８

）
（
９

）
（
１

０
）

（
１

１
）

1
富

士
吉

田
市

5
1

1
5

5
1

8
1

1
4

2
2

0
3

6
1
3

5
9

5
8

2
9
2

2
1
7

1
9

2
6

3
0

2
9
2

7
7
3

4
1
5

1
,
6
9
6

8
5
0

1
7

0
1
,
8
0
7

5
2
0

5
0
9

1
8
1

3
,
7
6
4

2
都

留
市

6
7

1
4

3
2

9
3
7

1
6
7

3
9

1
3

7
5

2
5

2
6
3

1
6
6

8
3
5

4
2
2

7
2
4
2

1
6
4

8
3
5

4
1
9

8
0
1

2
5
0
7

1
2
9
8

4
3

0
2
,
3
8
5

2
,
1
1
6

2
,
1
7
5

7
9
4

7
,
1
2
6

3
大

月
市

1
7
7

5
1

4
4

1
5

2
1

8
3

6
1
0
6

6
5

4
6

1
7
4

5
0
2

4
6
4

1
,
6
8
2

1
1
9
1

9
4

7
0

3
2
7

1
,
6
8
2

2
9
7
2

6
6
9

3
9
9
6

2
3
9
0

1
3
4

1
9

4
7
2
9

4
9
8
4

3
5
3
4

1
2
2
8

1
0
1
7
1

4
上

野
原

市
2
4

8
3

5
9

4
1
6

2
2

1
1

9
2
7

1
8

7
7

6
8
4

5
1
0

1
,
5
3
5

9
6
5

1
3
0

6
3

3
7
7

1
,
5
3
5

6
8
2
1

8
8
4

1
2
4
1

7
1
7

7
7

1
3

6
9
4
2

1
9
8
6

6
4
0

8
4
6

6
2
3
7

5
道

志
村

1
6

4
4

1
5

4
2

3
0

0
0

0
0

2
5

1
4

8
7

5
8

1
7

1
2

0
8
7

1
0
7

1
4
6

1
6
7

3
0

0
2
1
2

1
1
9

2
6

9
0

4
1
5

6
西

桂
町

5
3

0
1

2
8

0
0

0
0

0
0

0
1
9

2
8

1
1
1

6
7

2
1
8

2
4

1
1
1

4
1
6
5

9
3

1
2
6

2
2

0
5
1
7

1
7
8

1
7
4

8
5

5
9
7

7
忍

野
村

0
0

0
0

0
0

0
0

1
2

0
0

0
0

3
2

0
1

0
3

0
3
5

3
6

2
3
5

3
8

0
5

1
1

0
2
4
0

8
山

中
湖

村
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
3

3
0

0
0

3
6
7

1
1
0

1
9
5

1
0
7

1
3

0
1
3
6

4
0

2
0

2
9
0

9
鳴

沢
村

1
4

2
0

3
0

3
0

0
0

0
0

0
5

0
2
7

2
0

0
6

1
2
7

1
6

8
2

3
1

0
6

0
0

0
1
1
3

1
0

富
士

河
口

湖
町

2
4

5
2

8
3

9
4

4
1

3
4

7
4

1
0

1
0
8

4
8

3
5
2

1
7
7

1
4

1
1
6

4
5

3
5
2

1
9
1

4
5
4

6
9
9

5
0
5

5
3

4
1
3
0
6

4
5
1

8
0
6

3
8
6

2
4
7
0

1
1

小
菅

村
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
1

0
1
7

0
2
0

1
1

0
2

7
2
0

8
7

2
0

7
0

1
3
9

1
7

0
5

1
6
1

1
2

丹
波

山
村

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

1
1

9
1
0

1
2

0
0

0
2
5
9

4
3

0
0

1
9
7

4
2
7

1
7
4

1
9
5

6
5

9
0

2
9
8

5
4

3
1

1
5
3

1
1
1

8
0

2
9
9

1
,
6
8
3

1
,
2
8
8

4
,
9
4
8

3
,
1
3
3

2
8
3

5
5
6

9
7
6

4
,
9
4
8

1
1
,
3
8
7

3
,
7
0
4

1
0
,
6
4
6

6
,
2
3
4

4
0
5

3
6

1
8
,
4
4
3

1
0
,
4
5
5

7
,
8
6
7

3
,
6
1
5

3
1
,
7
8
1

N O

合
計

訪
 問

 回
 数

連
絡

調
整

回
数

活 　 動 　 日 　 数

市 町 村 名

内
容

別
相

談
・
支

援
件

数
分

野
別

相
談

・
支

援
件

数
そ

の
他

の
活

動
件

数

20 



 

５ 生活保護の概況 

(1)   保護の動向  

当管内の生活保護世帯は、全体的な傾向として、昭和 30 年代後半から減少し、全国より数年遅い平成 11 

年に保護率が 0.1%と最小となった。その後、 平成 12 年からは、高齢化の進展などに伴い増加の傾向に

ある。 

令和4年 3 月末における管内保護状況は、被保護世帯 159世帯、被保護人員 181人、保護率 0.36%で全 

県の 0.87%を下回り、県内の福祉事務所の中で最も低い保護率である。 

また、全国的には 1.63%で、前年度を下回ったが、高齢者世帯は増加傾向にある。 

当管内の保護率の推移が、全国及び全県の平均保護率に比較し、微動なのは、地域内で生活に困窮し

ている家庭があれば、助け合うという相互扶助、相互支援の意識が残っている地域が多く、生活保護に

至らないということも要因の一つとして考えられる。 

このような中で、令和3年度の保護開始件数は、18件で預貯金減少に起因するものが多い。また、保護

廃止件数は、20件で世帯主の死亡、管外転出、年金等収入の増加、就労による収入増加等が起因となっ

ている。 

 

(2) 世帯類型の状況 

令和 3年 3 月末における世帯類型の状況は、高齢者世帯が ６３．５％（101 世帯）を占め、次いで傷病

者世帯 １７．６％（28 世帯）、障害者世帯 ６．３％（10 世帯）、その他世帯 １０．７％（17 世帯）、母子世帯 

１．９％（3世帯）となっている。 

 

(3) 保護費の状況 

 管内の令和3年度生活保護費支給状況は、総額 150,685 千円となっている。（医療扶助は除く） 
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